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(54)【発明の名称】 平面表示装置

(57)【要約】
【課題】両面表示が可能であり、軽量、薄型、低消費電
力を図ることができる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】表面及び裏面共に発光する平面型発光部１
２と、この表面側と裏面側にそれぞれ光学シート１４，
１６を介して配された２枚の液晶セル１８，１９とより
なる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】表面及び裏面が共に発光する平面型発光部
の表面側と裏面側に表示セルをそれぞれ配したことを特
徴とする平面表示装置。
【請求項２】１枚の導光板の側方に光源を配して平面型
発光部を形成し、
前記平面型発光部の表面側と裏面側に表示セルをそれぞ
れ配したことを特徴とする平面表示装置。
【請求項３】２枚の導光板の間に表裏両面が反射面とな
った反射シートを配し、前記２枚の導光板の側方に光源
を配して平面型発光部を形成し、
前記平面型発光部の表面側と裏面側に表示セルをそれぞ
れ配したことを特徴とする平面表示装置。
【請求項４】２枚の拡散板の間に光源を配して平面型発
光部を形成し、
前記平面型発光部の表面側と裏面側に表示セルをそれぞ
れ配したことを特徴とする平面表示装置。
【請求項５】前記平面型発光部と前記表示セルの間に光
学シートを配したことを特徴とする請求項１から４記載
の平面表示装置。
【請求項６】前記導光板、または、前記拡散板は、散乱
型導光板、または、散乱型拡散板であることを特徴とす
る請求項１から５記載の平面表示装置。
【請求項７】前記導光板、前記拡散板、または、前記光
学シートが、半透明、または、不透明であることを特徴
とする請求項１から６記載の平面表示装置。
【請求項８】前記表面側に配された表示セルと、前記裏
面側に配された表示セルとが同じ大きさであることを特
徴とする請求項１から７記載の平面表示装置。
【請求項９】前記表面側に配された表示セルと、前記裏
面側に配された表示セルとが異なる大きさであることを
特徴とする請求項１から７記載の平面表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置等の
平面表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】最近、パソコンの表示装置としては、Ｃ
ＲＴに代わって液晶表示装置が普及してきている。その
ため、銀行や証券会社の窓口においてもこの液晶表示装
置が使用されている。
【０００３】しかし、銀行員が液晶表示装置に表示した
画面を客に見せる場合に、液晶表示装置の画面が１つで
あるため、銀行員が画面を表示をした後、液晶表示装置
を回転させて客に見せる必要がある。
【０００４】また、ゲームセンターの対戦型のゲーム機
は、２台のＣＲＴが背中合わせでおかれ、２人の対戦者
が１つのゲームを楽しめるようになっている。
【０００５】しかし、前記したように２台のＣＲＴを設
置する必要があるため、その設置面積を多く取る。
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【０００６】
【発明が解決しようとする課題】上記の場合に、液晶表
示装置を２台背中合わせに配置すれば、対面表示も可能
であり、設置面積も少なくなるが、コストがかかるとい
う問題点がある。
【０００７】また、２台の液晶表示装置を使用するた
め、消費電力も大きくなるという問題点もある。
【０００８】そこで、本発明は上記問題点に鑑み、両面
表示が可能であり、軽量、薄型、低消費電力を図ること
ができる液晶表示装置等の平面表示装置を提供するもの
である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、表面
及び裏面が共に発光する平面型発光部の表面側と裏面側
に表示セルをそれぞれ配したことを特徴とする平面表示
装置である。
【００１０】請求項２の発明は、１枚の導光板の側方に
光源を配して平面型発光部を形成し、前記平面型発光部
の表面側と裏面側に表示セルをそれぞれ配したことを特
徴とする平面表示装置である。
【００１１】請求項３の発明は、２枚の導光板の間に表
裏両面が反射面となった反射シートを配し、前記２枚の
導光板の側方に光源を配して平面型発光部を形成し、前
記平面型発光部の表面側と裏面側に表示セルをそれぞれ
配したことを特徴とする平面表示装置である。
【００１２】請求項４の発明は、２枚の拡散板の間に光
源を配して平面型発光部を形成し、前記平面型発光部の
表面側と裏面側に表示セルをそれぞれ配したことを特徴
とする平面表示装置である。
【００１３】請求項５の発明は、前記平面型発光部と前
記表示セルの間に光学シートを配したことを特徴とする
請求項１から４記載の平面表示装置である。
【００１４】請求項６の発明は、前記導光板、または、
前記拡散板は、散乱型導光板、または、散乱型拡散板で
あることを特徴とする請求項１から５記載の平面表示装
置である。
【００１５】請求項７の発明は、前記導光板、前記拡散
板、または、前記光学シートが、半透明、または、不透
明であることを特徴とする請求項１から６記載の平面表
示装置である。
【００１６】請求項８の発明は、前記表面側に配された
表示セルと、前記裏面側に配された表示セルとが同じ大
きさであることを特徴とする請求項１から７記載の平面
表示装置である。
【００１７】請求項９の発明は、前記表面側に配された
表示セルと、前記裏面側に配された表示セルとが異なる
大きさであることを特徴とする請求項１から７記載の平
面表示装置である。
【００１８】本発明の平面表示装置であると、平面型発
光部の表面側と裏面側にそれぞれ光学シートを介して表
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示セルが配されているため、１つの平面型発光部を発光
させるだけで、両面の表示セルを同時に表示することが
できる。
【００１９】
【発明の実施の形態】（第１の実施例）本発明の第１の
実施例の液晶表示装置１０について、図１に基づいて説
明する。
【００２０】図１は、液晶表示装置１０の縦断面図であ
る。
【００２１】液晶表示装置１０は、平面型の発光部１２
の表面と裏面に、それぞれ光学シート１４，１６を介し
て一対の液晶セル１８，１９を配置している。
【００２２】発光部１２は、矩形の板状の導光板２０の
側方に、直管状のランプ２２が配され、ランプ２２の周
りには反射板であるリフレクタ２４が配されている。そ
して、ランプ２２が点灯すると、ランプ２２からの光と
リフレクタ２４から反射された光が導光板２０の側方か
ら入射し、導光板２０の表面と裏面とから面状発光す
る。
【００２３】光学シート１４，１６はそれぞれ、プリズ
ムシート、拡散シートを積層したものであり、導光板２
０の面状光を液晶セル１８，１９にそれぞれ均一に送る
ものである。
【００２４】液晶セル１８，１９は、透過型の液晶セル
であり、光学シート１４，１６から入射した光によって
表示するものである。
【００２５】ところで、導光板２０は、液晶セル１８か
ら液晶セル１９の表示状態が見えないようにするため
に、逆に、液晶セル１９から液晶セル１８の表示状態が
見えないようにするために、半透明となっている。ま
た、ランプ２２からの光が、導光板２０から面状に均等
に出射できるようにするために、導光板２０は散乱型導
光板となっており、導光板２０内部に散乱素子が含まれ
ている。
【００２６】なお、導光板２０を半透明にしたが、これ
に代えて光学シート１４，１６を半透明にして、液晶セ
ル１８から液晶セル１９の表示内容を見えないようにし
てもよい。
【００２７】図１に示すように、発光部１２と光学シー
ト１４，１６を積層したものを額縁状の内側フレーム２
６に収納して固定している。液晶セル１８，１９を駆動
するための駆動回路を内蔵した配線基板２８が内側フレ
ーム２６の側面に沿って配置されている。すなわち、配
線基板２８は液晶表示装置１０の側方に配されている。
そして、この配線基板２８を囲むようにさらに外側に額
縁状の外側フレーム３０が設けられている。
【００２８】上記のようにして組み立てた２枚の液晶セ
ル１８，１９、発光部１２、光学シート１４，１６及び
内側フレーム２６、配線基板２８、外側フレーム３０を
囲むように金属製のベゼルカバーが設けられている。こ
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のベゼルカバー３２は、表面と裏面とが額縁状に開口部
が設けられ、液晶セル１８，１９の表示部を露出してい
る。
【００２９】上記構成の液晶表示装置１０であると、発
光部１２のランプ２２が発光すると、１枚の導光板２０
からの光によって２枚の液晶セル１８，１９が同時に照
明され、その表示を見ることができる。
【００３０】（使用例１）この液晶表示装置１０を用い
た使用例１を図４に示す。
【００３１】図４は、液晶ディスプレイ１００に応用し
た例であり、液晶ディスプレイ１００の正面及び背面に
それぞれ液晶セル１８，１９が配されている。この液晶
ディスプレイ１００においては、液晶セル１８と液晶セ
ル１９とは同じ大きさのものを使用している。
【００３２】この液晶ディスプレイ１００を使用する
と、図４（ａ）に示すように正面及び図４（ｂ）に示す
ように背面で同時に同じ画像を表示することができるた
め、例えば銀行の窓口において、銀行員と客とが同時に
同じ画面を見ることが可能となる。
【００３３】（使用例２）図５は、第２の使用例であ
り、液晶表示装置１０を情報携帯端末２００の蓋２０２
に用いたものである。
【００３４】この場合には、液晶セル１８と液晶セル１
９の大きさが異なり、液晶セル１８の大きさが液晶セル
１９より小さくなっている。
【００３５】すなわち、蓋２０２を閉めた状態では、図
５（ｂ）に示すように、携帯電話となって、液晶セル１
８には電話番号等が表示可能となっている。また、蓋２
０２を開けた状態では、図５（ａ）に示すように、大画
面の液晶セル１９を見ながらキーボード２０４を用いて
文字入力等が可能となっている。
【００３６】上記のような液晶ディスプレイ１００及び
情報携帯端末２００に使用した場合においても、液晶表
示装置１０の厚さは薄く、発光部１２が１つしかないた
め、軽量化を図ることができ、消費電力も少ない。
【００３７】（第２の実施例）第２の実施例の液晶表示
装置１０について図２に基づいて説明する。
【００３８】本実施例と第１の実施例の異なる点は、導
光板２０に代えて、２枚の導光板３４と３６の間に両面
が反射面となった反射板３８を配した点にある。
【００３９】この液晶表示装置１０であると、ランプ２
２から入射した光が反射板３８によって均等に反射さ
れ、導光板３４及び導光板３６から均等に光が出射され
る。
【００４０】また、導光板３４，３６及び光学シート１
４，１６が透明であっても、反射板３８によって液晶セ
ル１８から液晶セル１９の表示内容が見えることがな
い。
【００４１】（第３の実施例）第３の実施例の液晶表示
装置１０について図３に基づいて説明する。
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【００４２】本実施例と第１の実施例の異なる点は、発
光部１２の構造にある。
【００４３】第１の実施例では導光板２０の側方にラン
プ２２を配したが、本実施例では導光板２０と同じ構造
を有する２枚の拡散板４０，４２の間に、複数本の直管
状のランプ４４を配したものである。
【００４４】この液晶表示装置１０であっても、ランプ
４４が発光すると拡散板４０，４２が面状に光り、液晶
セル１８，１９を同時に見ることができる。
【００４５】なお、この場合には、液晶セル１８から液
晶セル１９の内容が見えないようにするために、拡散板
４０，４２又は光学シート１４，１６を半透明又は不透
明とする必要がある。
【００４６】そして、本実施例の液晶表示装置１０であ
ると、ランプ４４の両側に拡散板４０，４２が配置され
ているため、光を有効に使用することができる。
【００４７】
【発明の効果】以上により本発明の平面表示装置である
と、１つの平面型発光部の表面及び裏面が発光して同時
に２枚の表示セルを表示することができる。この場合
に、平面型発光部が１つであるため、軽量、薄型、消費*
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*電力を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の液晶表示装置の縦断面
図である。
【図２】第２の実施例の液晶表示装置の縦断面図であ
る。
【図３】第３の実施例の液晶表示装置の縦断面図であ
る。
【図４】使用例１の液晶ディスプレイであり、（ａ）は
正面図、（ｂ）は背面図である。
【図５】使用例２の情報携帯端末の斜視図であり、
（ａ）は蓋を開いた状態、（ｂ）は蓋を閉じた状態であ
る。
【符号の説明】
１０  液晶表示装置
１２  発光部
１４  光学シート
１６  光学シート
１８  液晶セル
１９  液晶セル
２０  導光板

【図１】

【図２】
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解决的问题：提供一种能够进行双面显示，重量轻，薄且功耗低的液晶
显示装置。 在正面和背面均发光的平板型发光部（12），以及分别经由
光学片（14、16）在正面侧和背面侧配置的两个液晶单元（18、19）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3b6b1730-d9fb-44e7-a291-a1db9cd0aabb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018618328/publication/JP2001290445A?q=JP2001290445A

